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• 「組織」対「組織」の本格的産学連携を促進するため、平成28年11月30日に、産業界から見た、大
学・研発法人が産学連携機能を強化するうえでの課題とそれに対する処方箋をまとめたガイドライン
を策定。

• ガイドラインに基づき、各大学において産学官連携のための体制が強化されつつある。しかしながら、
①大学間の格差、②産業界に向けた働きかけの弱さ に課題。

産業界 大学・研発

イノベーション促進産学官対話会議

イノベーション促進のために求められる産学官
それぞれの役割や具体的な対応を検討

産学官連携深化WG

産学官連携による共同研究強化のための
ガイドラインの検討・作成

産学官連携による
共同研究強化のための
ガイドラインの策定

産学官連携による共同研究強化のための
ガイドラインの構成

１．全ての大学・研発法人に期待される機能

１）本部機能
組織的な連携体制の構築

企画・マネジメント機能の確立

２）資金 費用負担の適正化・管理業務の高度化

３）知
知的財産の活用に向けたマネジメント強化

リスクマネジメント強化

４）人材 クロスアポイントメント制度の促進

２．研究成果が一層社会で活用される上で不可欠な視点

１）資金 大学等の財務基盤の強化

２）知 知的資産マネジメントの高度化

３）人材 産学連携が進む人事評価制度改革

「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（追補版）」のきっかけ
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産学連携本部
機能の強化

資金の好循環

知の好循環

人材の好循環

費用の積算根拠を示し、共同研究の進捗・成果の報告等のマネジメント力
を高めることを前提に、人件費（相当額、学生人件費を含む）、必要な間
接経費、将来の産学官連携活動の発展に向けた戦略的産学連携経費を
積算することにより、適正な共同研究の対価を設定。

産学官連携リスクマネジメントを一層高度化させ、産学官連携が萎縮する
ことを防ぐとともに、産学官連携活動を加速化しやすい環境を醸成。

産学官連携の促進を目的とした大学・研発と企業間によるクロスアポイント
メント制度の促進と大学・研発の人事評価制度改革を促進。

これまで ガイドラインのポイント

大学側で共同研究の適切な費用算定がされないた
め、大型の共同研究を進めれば進めるほど、費用
の不足が高じてしまい、大学経営に悪影響を及ぼ
す可能性。

「組織」対「組織」の共同研究により生じる多様なリ
スクに対するマネジメントが不十分。

イノベーション創出に向けた大学、企業等の組織の
壁を越えた、人材の流動化がまだ限定的。

大学の産学連携機能は旧態依然としており、個人
同士の繋がりによる小規模な共同研究が中心。

産学連携本部において部局横断的な共同研究を企画・マネジメントできる
体制を構築し、具体的な目標・計画を策定。同時に、具体的な取組例を
提示。

大学の知的財産マネジメントにおいて、企業の事業
戦略の複雑化・多様化に対応できていない。

非競争領域の知的財産権を中核機関に蓄積する、共同研究の成果の取
扱いを総合的な視点で検討するなど、高度な知的財産マネジメントを実施。

①具体的な共同研究等のプロジェクト支援
②大学・国立研発法人におけるイノベーション経営人材の育成
や運用改善への支援

③ガイドラインに基づく大学・国立研発法人の取組成果に対す
るインセンティブ付与

④ガイドラインを踏まえた大学の取組の評価

①大学・国立研発法人との戦略、ニーズ等の共有・理解
②共同研究経費の人件費、戦略的産学連携経費の算入
③特許権の積極的な活用のための方策検討
④クロスアポイントメント制度の積極的活用
⑤経営層が共同研究を直接コミット、協調領域の拡大や地域未
来に向けた産学官連携の検討

産業界に期待される取組 政府の取組
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「共同研究ガイドライン」のポイント



• 近年の産業構造の変化を踏まえて、大学、企業の双方が歩み寄る好循環形成のため、令和元年９月から、

①ガイドラインの産業界へ向けた記載の充実、

②共同研究において「価値」に値付けする手法の整理、

③スタートアップを含むエコシステムとして捉える視点の導入など、本格的な産学連携を更に拡大するための記載充実に向けて議論。

ガイドライン実効性向上ＴＦ

大学支援フォーラム PEAKS

ガイドラインの記載充実
○ 「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」
を踏まえ、ガイドラインの産業界向け記載の抜本的充実

○ 産学連携を「コスト」ではなく「価値」への投資としてとらえ、
「価値」に値付けする手法の整理

○ スタートアップを含む様々なプレイヤーが関係するエコシステム
としてとらえる視点の導入

【委員構成】（◎は委員長）

＜産業界＞
田中 精一 コベルコ建機株式会社 オープンイノベーション東京ハブ シニアマネージャー
田中 克二 三菱ケミカルホールディングス Ｒ＆Ｄ戦略室 シナジーグループマネージャー
吉村 隆 一般社団法人日本経済団体連合会 産業技術本部 本部長

＜大学＞
木村 彰吾 名古屋大学 理事・副総長（財務・施設整備担当）
古賀 義人 東京理科大学 研究戦略・産学連携センター長
佐々木一成 九州大学 副学長
杉原 伸宏 信州大学 学術研究・産学官連携推進機構 教授
正城 敏博 大阪大学 共創機構産学共創本部 教授

◎渡部 俊也 東京大学政策ビジョン研究センター 教授
＜その他＞

江戸川泰路 江戸川公認会計士事務所 公認会計士
林 いづみ 桜坂法律事務所 パートナー

○ 「同質的なコスト競争」から「付加価値の獲得競争」への
構造変化

○ 既存企業によるイノベーション創出の重要性が増大

－「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」
の策定（令和元年10月）

○ イノベーションの担い手としてのスタートアップの勃興

－科学技術イノベーション活性化法（平成31年4月施行）
－経団連「Society5.0実現に向けたベンチャーエコシステムの進化」
（平成31年2月）

－大学発ベンチャー設立数の増加

背 景 ・ 課 題
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• （資料）2018年度大学発ベンチャー調査（平成31年2月 経済
産業省）

上場企業数：64社 Ｍ＆Ａ：16社
時価総額：2.4兆円

共同研究ガイドライン「追補版」の背景
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産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】の主な特徴

① 産学官連携を「コスト」ではなく「価値」への投資としてとらえ、「知」を価値付けする手法を整理

② 「組織」から大学発ベンチャーを含む「エコシステム」へと視点を拡大

③大学等と企業の両者を対等なパートナーとして、産業界向けの記載を新たに体系化

• 産学官連携により新たな価値を創造するという観点から、「産学官連携による共同研究強化のためのガ
イドライン」（平成28年）実現上のボトルネック解消に向けた処方箋と、新たに産業界／企業における
課題と処方箋について、ガイドライン『追補版』として令和2年6月30日にとりまとめ。

セクションＡ

大学等への処方箋

セクションＢ

産業界への処方箋

共同研究ガイドライン「追補版」の趣旨
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【参考】日本における研究開発投資の現状

【出典】産学官連携の最近の動向及び今後の論点について（文部科学省、令和元年5月）



【出典】産学官連携の最近の動向及び今後の論点について（文部科学省、令和元年5月）

【参考】日本における産学連携の進展の状況と課題



セクションA 大学等への処方箋

No 大項目 小項目 内容

1

資金の好
循環

研究者等の有する「知」へ
の価値付け

常勤教員の共同研究への関与時間に対する報酬（タイムチャージ）を料金に計上する。その際、企業との交
渉に基づき、実費弁償の考え方ではなく、「研究者の価値」等を考慮した高い水準の単価設定を行う。

学生を共同研究に参画させる場合についても、雇用契約を締結し、適切な対価を計上する。

2
研究成果として創出された
「知」への価値付け

一定の成果を得たことについて評価し、成功報酬として支払う状況を設けるなど、成功報酬型の契約を導入
する。

知的財産権のライセンス等やCIPの活用を通じて、ベンチャーの株式・新株予約権を取得する。

3
必要となるコストの適切な
分担

間接コスト比率の適性化や「戦略的産学連携経費」の導入に当たっては、エビデンスに基づいた丁寧な説明
を学内外に対して行う。

4
知の好循
環

知的財産権の積極的活用を
前提とした契約

「共同研究」を前提とせず、内容等に応じて「受託研究」等の契約形態を柔軟に提示する。

「さくらツール」も活用しながら、研究成果の活用を見据えた柔軟な契約交渉を行う。

産学連携の担当部署とベンチャー支援の担当部署が密接に連携する。

5
人材の好
循環

兼業・クロスアポイントメ
ント制度の活用

クロスアポイントメント制度の活用に当たっては、給与の上乗せ等の大学の研究者等にとってのインセン
ティブを確保する。

大学発ベンチャーの成長段階を見越して、研究者にとってリスクが予見可能となるよう利益相反等のリスク
マネジメントを実施する

6

産学官連
携の更な
る発展の
ために検
討すべき
事項

大学等の外部の組織の活用

CIPを活用し、ジョイントベンチャーへスムーズに移行等することが可能な法人を、大学等と企業が共同で
設立する。

大学等の出資する法人を活用し、学内の制約・慣行等に制限されない迅速で柔軟な対応と意思決定を実現す
る

7
研究・産学官連携に対する
エフォートの確保

特定の教員を選抜して学内資源を集中させることで、研究・産学官連携活動以外のエフォートを軽減する。

「コスト積み上げ」のみならず、常勤教員・学生の関与時間に対する報酬、成功報酬等の「知」の価値付けの手法を提示
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セクションＢ 産業界への処方箋

No 大項目 小項目 内容

1

プロジェク
トの構想・
設計

経営層のコミットメント

トップマネジメントの関与を明確に示すため、全社的な戦略・計画に産学官連携を位置づけるとともに、予算、人事、
権限において、大学等との協同研究を後押しする。

また、大学等と企業双方の経営層が参画する会議を定期的に開催する。

2
様々な経路でのパートナー探
索

全社的な戦略の方向性を踏まえ、様々な経路・手段を通じて適切なパートナーを絶えず探索する。

大学等を中核とした「エコシステム」の一員として、大学発ベンチャーとの連携も視野に入れる。

3 ビジョンやゴールの共同設定 大学等を対等なパートナーとしてとらえ、連携のビジョンやゴール・目標を共同で設定する。

4
プロジェク
トのマネジ
メント

連携の責任者と窓口の一元
化・明確化

熱意と責任を持った者を連携の責任者とし、産学官連携の窓口を一元化・明確化する。

5
複層的なコミュニケーション
と進捗管理

複層的なコミュニケーションの場を設定し、関係する部署を早くから巻き込む。

事業化・実用化を見据えた計画を策定し、共同研究の進捗・評価や成果に応じて柔軟に見直す試行錯誤のプロセスを根
気強く繰り返す。

6
パートナー
への投資

連携により得られる「価値」
への投資

大学等の有する「知」に対して価値付し、投資する。特に、研究者の共同研究へのコミットメントをより確実に引き出
すため、共同研究への関与時間に対する報酬を適切に支払う。

7
大学のマネジメントに対する
適切な支出

大学等との中長期的な関係構築に向けて、必要となるコストを適切に支出する。

8
長期的な人
的関係の構
築

人材交流の深化
クロスアポイントメント制度等を活用して、大学等へ研究者等を派遣する。

大学等の研究者／研究室を、企業において受け入れる。

9 次世代を担う人材の育成
適切な対価を支払い、プロジェクトに学生等の参画を得る。

インターンシップやフェローシップ、奨学金等の人材育成プログラムを実施する。

10
研究成果の
事業化

共同研究から事業化までの継
ぎ目無い接続

製造部門・事業部門等の担当者をプロジェクトに巻き込むなど、共同研究プロジェクトの構想や実施の段階から、事業
化までを見据えて戦略的に取り組む。

自社内での製品化・事業化のみならず、カーブアウトを可能とする。

11
新たな価値創造のための知的
財産の戦略的活用

知的財産権について、共同保有ではない保有形態を許容し、新たな価値を創造するための知的財産の活用を行う。
9

産学官連携を一層進める企業のために、フェーズごとに先行事例を分析して手法を体系化、グッドプラクティスを共有



【参考】「価値創造システム」の構築のための産学連携の時代へ

10【出典】知識集約型の価値創造に向けた科学技術イノベーション政策の展開（最終とりまとめ）（2020年3月科学技術・学術審議会 総合政策特別委員会）

Society 5.0 の実現向けて、知識集約型の価値創造システムを構築するため「企業から大学への大規模投資」が必要



日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針（追補版Ｐ５２）
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●「知」は、価値創造の基となる
ものである。
産業構造が同質的なコスト競争か
ら付加価値の獲得競争へと 転換す
る中で、「知」をいかに広く、深
く、速く取り込み、新たな価値を
生み出していくかが、企業の競争
力にとって重要となりつつある。

●知識基盤社会において、この
「新たな価値を創出する」という
観点から、強力なパートナーとな
り得るのが、 「知」の拠点たる大
学・国立研究開発法人であろう。



2018年度（1校） 2019年度（11校） 2020年度（14校）※2021年1月時点

東京大学 東京大学、宇都宮大学、筑波大学、千葉大学、一橋大学、
新潟大学、福井大学、三重大学、神戸大学、岡山大学、

東京海洋大学

東京大学、筑波大学、千葉大学、一橋大学、新潟大学、
福井大学、三重大学、神戸大学、岡山大学、東京海洋大
学、信州大学、島根大学、北海道教育大学、滋賀大学

※京都大学は財務レポートであるが、統合報告フレームワークに準拠している。

【参考】各大学の統合報告書についての分析を、
東京大学IRデータ課長の青木氏に協力いただき、
「月刊先端教育「2020年5月号」」に寄稿した。

【参考】「価値創造」に向けた大学の変革「統合報告書」の広がり（追補版Ｐ５３）
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【出典】価値創造プロセス（IIRC「 Framework日本語訳版」から引用）

【「追補版」Ｐ５３】より

大学等における価値創造の源泉・プロセスを明確にしてステークホルダーに伝えるため、財務情報と非財務情報を用いて積極的に
説明するアカデミア版「統合報告書」を公開する動きが広がっている。



Ｂ－１ 「経営者のコミットメント」（追補版Ｐ５５）

○大学との組織的な連携を成果を出していくため、経営層が熱意をもって関与し続けることが重要である。経営層のコ
ミットメントを長期的に維持するため、大学等と企業の双方の経営層が参画する会議を定例的に開催することも効果的。

〇全社的な戦略や計画に位置付けるとともに、 経営層の理念に各層が共感し、現場でも熱意を持って実行されるべき
である。このため、予算・人材等の 資源配分や評価等の点において、実質的な支援体制を構築する必要がある。

13



【参考】大型産学連携のキーワードは「組織×組織」（追補版Ｐ５５・５６）

（出典：「経済財政諮問会議」文部科学省提出資料：2019年11月）

【参考】ダイキン工業のアニュアルレ
ポートの社長メッセージで、東京大学
との連携に触れているほか、「社会関
係資本」として積極的な産学連携を位
置づけている。
（出典：ダイキンアニュアルレポート
2020）
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Ｂ－２ 「様々な経路でのパートナー探索」（追補版Ｐ５７～５９）

〇変わり続ける市場や技術環境に応じて新たな価値を創造していくためには、全社的な戦略の方向性を踏まえて、適切な
パートナーを絶えず探索していくことが重要となる。

〇大学等における研究成果を実用化する担い手として、大学発ベンチャーの存在感が増している。柔軟でスピード感のある
ベンチャーは、特に実用化・事業化の段階でのパートナーとして、魅力的な選択肢となり得る。大学等と大学発ベンチャー
の両者を組織的な連携枠組みを構築することで、より価値の創出への実効性の高いエコシステムを構築が可能となる。

15



Ｂ－２ 「様々な経路でのパートナー探索」（追補版Ｐ５７～５９）

(出典：文部科学省「産学官連携の最近の動向及び
今後の論点について」令和元年5月24日) 
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Ｂ－３ 「ビジョンやゴールの共同設定」（追補版Ｐ６０、６１）

○連携をスムーズに展開し、お互いが納得できる成果を創出するためには、大学等を対等なパートナーとして尊重し、
理解し、プロジェクトの構想段階において、ビジョンやゴールを共有しておくことが必要である。

○ビジョンの創出そのものをプロジェクトとして推進することも、組織的な連携によって実現しうる有効な取組である。
大学等は、幅広い分野の研究者を抱える「知」の宝庫であり、大学等を組織としてパートナーとすることで、このよう
な「知」を結集した幅広く多角的な議論を行うことが可能となる。

(出典)東京大学統合報告2019より 17



Ｂ－３ 「ビジョンやゴールの共同設定」（追補版Ｐ６０、６１）

(出典：ダイキン工業ホームページより)
18



Ｂ－４ 「連携の責任者と窓口の一元化・明確化」（追補版Ｐ６２、６３）

○連携を成功に導くマネジメントにおいて重要な取組のひとつは、企業側と大学等側の双方が、連携体制の実務を
総括して互いの組織の窓口となる者をそれぞれ一元化し、明確にすることである。

○文化や制度の異なる企業と大学等が同じ枠組みで共同研究を行うためには、相手側の組織を理解し、尊重し、実
務的に両者が納得できる解を模索することができる熱意と責任を持った者が、自組織内を調整することが望ましい。

19



Ｂ－５ 「複層的なコミュニケーションと進捗管理」（追補版Ｐ６４、６５）

○組織連携を意味あるものにするには、社内の各層でのコミュニケーションが不可欠となる。 各層が連携の目指す目標
と理念を共有することが重要である。このためには、権限や予算・人材等の資源配分を整理した上で、人事評価等の制
度的な裏付けを行う必要がある。また、連携パートナーとの間で複層的なコミュニケーションの場を設定が必要である。

○特に、イノベーション創出のためには、事業化・実用化を見据えた計画を策定するとともに、それを共同研究の進
捗・評価や成果に応じて柔軟に見直すという試行錯誤のプロセスを根気強く繰り返すことが重要となる。

〇進捗管理は、成果の創出のために最も重要なマネジメントである。学術的な成果にとどまらない新たな価値の創出と
いう観点からは、進捗管理は企業がイニシアティブをとって進めることが有効となる。

○プロジェクトの評価に当たっては、必ずしも社内の研究プロジェクトと同じ評価軸で評価するのではな く、共有した
連携のビジョン・目的やプロジェクトの性格に照らして、評価の視点や軸、 手法を柔軟に変えていく必要がある。
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Ｂ－５ 「複層的なコミュニケーションと進捗管理」（追補版Ｐ６４、６５）

21



Ｂ－６ 「連携により得られる「価値」への投資」（追補版Ｐ６６、６７）

○日本における大学等と企業の共同研究契約は、慣習上にあらかじめ共同研究責任者の権限限度額に設定したり、
共同研究そのものに係るコストが、ほぼそのまま契約金額となることが多く、新たな価値の創出への期待や対価が、
十分に反映されているとは言いがたい。

○企業にとっては、大学等との連携に当たって、そこから得られる「価値」に投資することで、研究者のモチベー
ションを高め、あるいは成果創出へのインセンティブを設けること等を通じて、大学等側のコミットメントをより
確実に引き出し、連携の成功確率を高めることが期待される。

○「価値」への投資には様々な手法があるが、例えば、研究者の保有する「知」の価値に、共同研究への関与時間
に対する報酬等として投資することは、有効な手段となり得る。この点、研究者に共同研究の関与時間に対する報
酬等を負担することを通じて、当該研究者の共同研究へのコミットメントをより確実に得ることができる。

○日本の大学では、常勤教員の共同研究への関与時間に対する報酬については、これまで制度上受け取ることを可
能としている大学は多くなかったが、近年、料金に積算する試みがはじまっている（次ページ参照）。
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• 現状の「コスト積み上げ」方式の契約では、研究の「価値」が考慮できていない。研究
の「価値」を考慮した手法を整理する必要がある。

直接コスト

プロジェクトの推進に
直接使用するコスト

間接コスト

プロジェクトの推進に
間接的に必要なコスト

直接コスト

プロジェクトの推進に
直接使用するコスト

間接コスト

プロジェクトの推進に
間接的に必要なコスト

現状の契約：
「コスト積み上げ」方式

研究の「価値」を
考慮した項目

研究者の価値

研究成果の価値

共同研究への関与時間
に対する報酬

（金沢大、東工大、名大、東北大等）

その他研究者の
知的貢献への評価

（北海道大）

研究者の担う業務の
補完に要する経費

（九州大）

成果を活用する対価
知的財産権、研究材料・試料（MTA）

データ利用等（臨床研究データの利用許諾が先行）
（主要大学）

研究成果への報酬
（いくつかの大学で検討）

23
研究マネジメントの価値

A-1 資金の好循環：「知」への価値付けと費用の適切な分担（追補版Ｐ１０）



国からの競争的資金 企業との共同研究費

性格 大学が行う研究の補助 企業の事業活動の支援

根拠 競争的資金の適正な執行に関する指針 企業と大学の契約のみ

積算方法 コストの積上げ
・直接経費＝直接かかった経費
・間接経費＝直接経費の一定比率

価値ベースでの交渉
・直接経費＝研究に対するコストだけでは
なく、価値ベースでの積上げも可能
・間接経費＝その研究に見合った間接コス
トであるべき

研究者の
人件費

国は運営費交付金で人件費を確保してい
るので、積算できない

研究者のエフォートに見合った人件費を支
払うことは可能

収支差 ゼロ 収入超過でも構わないが、その超過分を
どう使うか企業に対して説明が必要

• 従来の大学は、国からの競争的資金と企業との共同研究費のやり方が同じであった。

• 今後は、大学と企業の共同研究は、「価値ベースでの費用の考え方」を導入する必要がある。

【参考】大学にとっての国からの資金と民間からの資金の位置づけ
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○大学等との共同研究に関する経費については、「特別試験研究費税額控除制度」 （研究開発税制におけるオープン
イノベーション型）の対象となり、対象となる経費の 30%を法人税額からの控除という形で享受することができる。

〇当該制度では、大学等との共同研究に関するもので あれば、企業内で支出した経費であっても対象となるため、大学
等への支出額に比して大きい額の控除を受けることも可能である。また、ミドル層にとっては、大学等との連携につい
て、経営層の理解と支援を拡大 するための材料として活用しうるものである。

Ｂ－６ 特別試験研究費税額控除制度（追補版Ｐ６６、６７）

25

（出典：経済産業省ホームページより、大学と企業の共同研究に該当するもののみを抜粋）



Ｂ－６ 「連携により得られる「価値」への投資」（追補版Ｐ６８、６９）
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Ｂ－７ 「大学のマネジメントに対する適切な支出」（追補版Ｐ６８、６９）

○大学等における共同研究における間接コストの比率については、大型の共同研究を進めれば進めるほどに不足が高
じてしまい、大学経営に悪影響を及ぼす可能性が指摘されていた。

○このような指摘を踏まえて、共同研究における間接コストの比率を高める大学等が増加している。特に、「組織」
対「組織」の本格的な連携においては、大学側もマネジメント機能の強化を行うことが不可欠となる。産学官連携活
動の発展に向けた投資や、そうした活動に伴う様々なリスクの補完の ためのコストについて、組織連携については間
接コストの比率を高く設定したり、「戦略的産学連携経費」として計上する取組を行う大学も増加している。

○企業においては、これらのコストを適切に負担していく必要がある。大学におけるマネジメント機能等の強化はも
とより、基礎的な研究活動や教育・人材育成機能の維持・強化に貢献し、中期的には共同研究の成功率を高め、長期
的には大学等を産業界にとってさらに魅力的なパートナーとしていくことにつながる。

＜科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成三十年十二月十四日公
布）＞第五章イノベーションの創出の促進等第一節産学官連携によるイノベーション
の創出の促進等

（産学官連携の促進）
第三十四条の二３民間事業者は、研究開発法人又は大学等と産学官連携を行う場合に
は、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は
大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。

（共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担）
第三十四条の三研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受け
て研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従
事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その
他の直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費につ
いても、その負担を求めることができる。 27



ワシントン大学では、Administrative cost （26％）、
Facility cost（29％）の合計F&A costは55％となる。
（出典：同大学ホームページより）

【参考】ワシントン大学の間接経費（F&Aコスト）

【参考】アメリカの大学と日本の大学の間接経費の考え方の違い

• アメリカの大学の間接経費(Ｆ＆Ａコスト)は、政府ルールにより一律に算定され、日本より比率が高い。

• 企業からは、日本の大学に対して、間接経費の内訳や使途についての透明性の要望は強い。

【参考】日本の大学の事例

(出典：Ａ大学ホームページより)

(出典：Ｂ大学ホームページより) 28



Ｂ－８ 「長期的な人的関係の構築」（追補版Ｐ７０～７３）

○現場の研究者レベルでのコミュニケーションの密度と質を担保が、プロジェクトが成功する重要な条件となる。

○企業から大学等へ研究者を派遣することは、当該研究に対する企業側の本気度を示すことにもつながる。派遣され
る研究者にとっては、アカデミックな環境において研究開発に専念し、アカデミックなネットワークを構築・拡大し、
場合によっては学位を取得する機会を得ることにつながり、人材育成の観点からメリットの大きい取組である。

○反対に、大学の研究者を企業で受け入れることは、必ずしも事例が多いわけではないものの、大学の研究者が企業
の研究活動等により深く、また、より広く関与する体制を構築する上で効果的である。

○ひとりの研究者が２つ以上の組織に在
籍できる制度として、「クロスアポイン
トメント制度」がある。
組織が様々な場面において研究者をサ

ポートするクロスアポイントメント制度
は、「組織」対「組織」の連携の中で、
研究者が最大のパフォーマンスを発揮す
るために取り得る手段のひとつである。
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（１）大学等－企業相互のリソースの最大活用
クロスアポイントメントをする研究者等は出向先の社員・教員（職員）とし ての身分を持つことで、出向先の設備・

情報等各種リソースを最大限活用することができる。
例えば、出向先の立場で出向先の研究者等から構成される研究チームを率いることや人的ネットワークの活用、出向先

の身分での外部研究資金の獲得、従事する業務に関連する双方の機関の周辺技術の知見を得ることが可能。クロスアポイ
ントメントの協定書の取決めによって、双方の組織の研究設備の利用や関連する情報の共有等が可能。

（２）研究者等の知の最大活用
クロスアポイントメントでは、具体的な業務内容や実施時期・期間等について、研究者等の意向や実態に即してある程

度自由に調整することで、研究者等の知を最大限活用する環境を整えることができる。
例えば、業務内容については、共同研究で取り組む研究テーマのように大学等と企業との契約において設定した範囲に

限定されることなく、相対的に広い範囲で研究テーマの探索・遂行や技術アドバイスが可能。また、それぞれの機関の身
分を持つことで、臨機応変に両機関の人的ネットワーク等を活用して副次的な知見を得ることが期待できる。

（３）研究者等のインセンティブ
クロスアポイントメントを導入する場合、以下を推奨する。

①研究者等への給与額のインセンティブ
クロスアポイントメントにおいて出向先で実施する業務内容等を査定した結果、出向元機関の基本給与額を上回った

場合に、差分を手当等で研究者等のインセンティブとして支給すること。
②研究者等のエフォート負荷の軽減

クロスアポイントメントをする研究者等のエフォートは、組織間協定で決めることができるものであり、エフォート
に応じて出向先におい て増えた業務量に対して、出向元の業務を軽減すること。

③研究者等のクロスアポイントメントの実績の評価
研究者等のクロスアポイントメントの実績を高く評価する人事制度をつくること。

Ｂ－８ クロスアポイントメント制度の活用の特徴（追補版Ｐ７１）
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Ｂ－８ 「長期的な人的関係の構築」（追補版Ｐ７０～７３）
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Ｂ－９ 「次世代を担う人材の育成」（追補版Ｐ７４、７５）

○共同研究プロジェクトに学生等を参加させることで、新鮮な視点と熱意をもった貴重な戦力を得るのみなら
ず、実用化・事業化という形で世の中に価値を提供するという、企業における研究開発の魅力を学生等に伝え
ることができる。

○学生等にとって、企業における研究開発の一端を担うことは、通常の大学のカリキュラムではなかなか体験
することの難しい貴重な機会となり、今後の進路の選択肢を広げることにもつながりうる。

⇒共同研究へ学生等を参画させることは、企業側と大学・学生側の双方にメリットがあるため、適切な対価を
支払い確実なコミットメントを得ることが望まれる。

○包括的連携の枠組みの中に、インターンシップやフェローシップ、奨学金等の、研究開発に必ずしも直接関
係しない人材育成プログラムを組み込む事例もある。このような取組は、当該大学の学生に対する企業の知名
度を向上させ、将来の人材獲得・リクルート活動へ貢献するとともに、企業と大学との関係をより多角的、多
層的なものにし、双方の間で長期的な信頼関係を構築することに大きく貢献している。

○博士後期課程学生の処遇の改善が社会的な課題となっている中で、将来の研究者を志す学生等が経済的な状
況に左右されず、失敗を恐れずに挑戦的な研究に取り組むことを支え、将来的にイノベーションを創出する人
材を育成することは、長期的には企業の利益にも貢献しうる将来への重要な投資である。
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Ｂ－９ 「次世代を担う人材の育成」
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Ｂ－１０ 「共同研究から事業化までの継ぎ目の無い接続」（追補版Ｐ７６、７７）

○共同研究を学術的発見だけに終わらせず、経済的価値や社会的価値の創出までつなげるためには、共同研究プ
ロジェクトの構想や実施の段階から事業化までを具体的に見据え、戦略的に進める必要がある。

○研究成果の実用化・事業化までを大学等と共同で目指す取組も増加しつつある。文部科学省が 2018 年度に開
始した「オープンイノベーション機構の整備事業」では、「競争領域」における実用化・事業化までを見据えた
共同研究マネジメントを行う体制を大学に整備することを支援しはじめた。

○企業内における事業化のみならず、いわゆる「カーブアウトベンチャー」を大学と共同で創出することで、よ
り柔軟でスピード感のある実用化・事業化を目指す取組も出現して いる。その際、技術研究組合法に基づく CIP
（Collaborative Innovation Partnership）は、簡便かつスピーディに複数の企業や大学等が共同研究を行う法人
を立ち上げ、株式会社等へスムーズに移行させることができるため、共同研究をスムーズにカーブアウトベン
チャーへつなげるための効率的なビークルとなり得る。

○科技イノベ活性化法の改正が令和 2 年 6 月に成立・公布され、研究開発法人・国立大学法人が出資する外部
組織において、民間事業者との共同研究や受託研究の実施が可能となりつつある。 大学等の外部に置かれた組織
においては、人事・給与制度、資金の運用・管理等において、迅速で柔軟な対応と意思決定、専門人材・ノウハ
ウ等の蓄積による高度な企画提案力等を持つことが可能であり、外部の組織を活用した連携も有効である。
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Ｂ－１０ ＣＩＰとは（追補版Ｐ７６、７７）

（出典：Beyond AIホームページより）
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Ｂ－１１ 新たな価値創造のための知的財産の戦略的活用（追補版Ｐ７８～８０）

○特許をはじめとする知的財産権の交渉には、企業と大学等の目的や分野の違いもあり、特許を“とりあえず”共
同保有とする例も多く、日本の大学の特許は、米国と比して共同保有のものが圧倒的に多い状況となっている。

○大学等は、自ら事業を実施することを許された組織ではないことから、共同保有の特許について、企業がその
実施を積極的に行わない場合、 結果として知的財産が死蔵されてゆくことになりかねない。 共同研究の成果とし
て得られた知的財産については、当該知的財産の活用によって新たな価値を創造す ることを前提として、戦略的
な活用方策を検討することが望ましい。

○企業側か大学等側どちらかが単独で保有する形態を許容することや、様々な理由により企業内での活用が見込
まれない特許については、大学との連携によるカーブアウトベンチャーの設立を検討するなど、産学双方が柔軟
な対応を行うことが望ましい。

○「組織」対「組織」の連携においては、ひとつひとつの知的財産だけに注目した交渉ではなく、プロジェクト
全体でバランスを取りつつ、積極的な活用のために最も有効な保有形態を大学等側と検討し、帰属を決定するな
ど、プロジェクトのビジョンと目的に応じた柔軟な交渉を行うことが望ましい。
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Ｂ－１１ 新たな価値創造のための知的財産の戦略的活用
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